
令和 7年 11月 25日 

済生会日田病院 

 

電子カルテシステム停止に伴う救急患者受け入れ制限のお知らせ 

 

 

平素より当院の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、電子カルテサーバのメンテナンス作業を下記のとおり実施するため、電子カルテ

システムを一時停止いたします。 

つきましては、停止期間中の診療体制を以下のとおり制限いたしますので、患者さんおよび

関係機関におかれましてはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．電子カルテシステム停止日時 

  令和 7 年 11 月 30 日（日）16 時 30 分 ～ 20 時 30 分（予定） 

 

２．制限内容 

  （１）ウォークイン外来患者の受け入れ停止 

  （２）救急車による救急搬送の受け入れ停止 

  （３）緊急手術の実施停止 

 

３．再開予定 

  電子カルテシステム再稼働後、順次通常体制へ復帰予定 

 

 

 

以上 

 

 【担当】済生会日田病院 

システム管理室 

中村、久保田、中尾 


